
《発表記者会：東北電力記者会》
宮城県政記者会》
青森県政記者会》

令和元年１２月１３日

国土交通省東北運輸局

１．新運賃の概要

○上限運賃

236ｍ 90円 209ｍ 90円

248ｍ 90円 221ｍ 90円

283ｍ 90円

332ｍ 90円

 ○改定率　 １２．６６％

 ○新運賃実施日 令和２年２月１日（土）

２．青森県の概要

 ○対象地域　 青森県全域

 ○運賃ブロック 青森県全域

 ○前回運賃改定 平成２０年２月８日認可
青森交通圏、弘前交通圏、八戸交通圏
（すべて準特定地域）

 ○青森県内のタクシー事業者数及び車両数（令和元年１２月１日現在）

《お問い合わせ先》
　東北運輸局　自動車交通部　旅客第二課　　　 担当：林、渋谷
　　電話　０２２－７９１－７５３０

東北運輸局　青森運輸支局　輸送監査部門　　担当：柳谷、福村

　　電話　０１７－７３９－１５０２

2,533

東北運輸局マスコット

292ｍ 90円
小型670円

　“とうほくろっ犬”

 ○公定幅運賃適用地域

法人タクシー 個人タクシー 合計

事業者数 104 99 203

車 両 数 2,434 99

大型車 760円 760円

普通車
中型680円

670円

東北運輸局プレスリリース

青森県におけるタクシー運賃改定　～新運賃の公表について～

　

車種
現行運賃 改定運賃

初乗1.5㎞ 加算 初乗1.2㎞ 加算

特定大型車 840円 840円

東北運輸局では、青森県におけるタクシー事業者からの運賃変更申請等を

受けて審査を行ってきた結果、新たな運賃を、本日付けで公示しました。

なお、車種区分が変更され、小型車と中型車が「普通車」に統合されます。

新たな普通車上限運賃は初乗６７０円で、 現行の小型車上限運賃６７０円

と同額ですが、距離は１．５㎞から１．２㎞となります。加算額は９０円の

ままですが、距離は２９２ｍとなり、現行の小型車上限運賃から４０ｍ短縮、

中型車上限運賃と比較すると９ｍ延長となります。

青森県のタクシー運賃改定は、平成２０年２月８日認可以来、約１２年ぶ

りとなります。





上 限 運 賃 1.2km 840 円 209 m 90 円 1 分 15 秒 90 円 ３ ０ 分 4,390 円

B 運 賃 1.2km 830 円 212 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,340 円

C 運 賃 1.2km 820 円 214 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,290 円

Ｄ 運 賃 1.2km 810 円 217 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,240 円

下 限 運 賃 1.2km 800 円 219 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,190 円

上 限 運 賃 1.2km 760 円 221 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,140 円

B 運 賃 1.2km 750 円 224 m 90 円 1 分 25 秒 90 円 ３ ０ 分 4,090 円

C 運 賃 1.2km 740 円 227 m 90 円 1 分 25 秒 90 円 ３ ０ 分 4,040 円

下 限 運 賃 1.2km 730 円 230 m 90 円 1 分 25 秒 90 円 ３ ０ 分 3,980 円

上 限 運 賃 1.2km 670 円 292 m 90 円 1 分 45 秒 90 円 ３ ０ 分 2,940 円

B 運 賃 1.2km 660 円 296 m 90 円 1 分 50 秒 90 円 ３ ０ 分 2,900 円

Ｃ 運 賃 1.2km 650 円 301 m 90 円 1 分 50 秒 90 円 ３ ０ 分 2,860 円

下 限 運 賃 1.2km 640 円 306 m 90 円 1 分 50 秒 90 円 ３ ０ 分 2,810 円

※以降３０分ごと繰り返し。
※消費税転嫁分を含む。

普
通
車

大
型
車

車種 種別
距離制運賃

時間距離併用制運賃 時間制運賃（３０分）
初乗運賃 加算運賃

特
定
大
型
車

車種 種別
距離制運賃

時間距離併用制運賃 時間制運賃（３０分）
初乗運賃 加算運賃

青森県全域のタクシー運賃（自動認可運賃） （令和２年２月１日以降）

車種 種別
距離制運賃

時間距離併用制運賃 時間制運賃（３０分）
初乗運賃 加算運賃



上 限 運 賃 1.2km 840 円 209 m 90 円 1 分 15 秒 90 円 ３ ０ 分 4,390 円 ３０分 4,390 円 １０分まで 1,460 円 ２０分まで 2,920 円 ３０分まで 4,390 円

B 運 賃 1.2km 830 円 212 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,340 円 ３０分 4,340 円 １０分まで 1,450 円 ２０分まで 2,900 円 ３０分まで 4,340 円

C 運 賃 1.2km 820 円 214 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,290 円 ３０分 4,290 円 １０分まで 1,430 円 ２０分まで 2,860 円 ３０分まで 4,290 円

Ｄ 運 賃 1.2km 810 円 217 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,240 円 ３０分 4,240 円 １０分まで 1,410 円 ２０分まで 2,820 円 ３０分まで 4,240 円

下 限 運 賃 1.2km 800 円 219 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,190 円 ３０分 4,190 円 １０分まで 1,400 円 ２０分まで 2,800 円 ３０分まで 4,190 円

※以降３０分ごと繰り返し。

上 限 運 賃 1.2km 760 円 221 m 90 円 1 分 20 秒 90 円 ３ ０ 分 4,140 円 ３０分 4,140 円 １０分まで 1,380 円 ２０分まで 2,760 円 ３０分まで 4,140 円

B 運 賃 1.2km 750 円 224 m 90 円 1 分 25 秒 90 円 ３ ０ 分 4,090 円 ３０分 4,090 円 １０分まで 1,360 円 ２０分まで 2,720 円 ３０分まで 4,090 円

C 運 賃 1.2km 740 円 227 m 90 円 1 分 25 秒 90 円 ３ ０ 分 4,040 円 ３０分 4,040 円 １０分まで 1,350 円 ２０分まで 2,700 円 ３０分まで 4,040 円

下 限 運 賃 1.2km 730 円 230 m 90 円 1 分 25 秒 90 円 ３ ０ 分 3,980 円 ３０分 3,980 円 １０分まで 1,330 円 ２０分まで 2,660 円 ３０分まで 3,980 円

※以降３０分ごと繰り返し。

上 限 運 賃 1.2km 670 円 292 m 90 円 1 分 45 秒 90 円 ３ ０ 分 2,940 円 ３０分 2,940 円 １０分まで 980 円 ２０分まで 1,960 円 ３０分まで 2,940 円

B 運 賃 1.2km 660 円 296 m 90 円 1 分 50 秒 90 円 ３ ０ 分 2,900 円 ３０分 2,900 円 １０分まで 970 円 ２０分まで 1,940 円 ３０分まで 2,900 円

Ｃ 運 賃 1.2km 650 円 301 m 90 円 1 分 50 秒 90 円 ３ ０ 分 2,860 円 ３０分 2,860 円 １０分まで 950 円 ２０分まで 1,900 円 ３０分まで 2,860 円

下 限 運 賃 1.2km 640 円 306 m 90 円 1 分 50 秒 90 円 ３ ０ 分 2,810 円 ３０分 2,810 円 １０分まで 940 円 ２０分まで 1,880 円 ３０分まで 2,810 円

※以降３０分ごと繰り返し。
※消費税転嫁分を含む。

普
通
車

時間制運賃（３０分）
加算時間を短縮する時間制運賃

初乗運賃 加算運賃 初乗運賃 加算運賃

大
型
車

車種 種別
距離制運賃

時間距離併用制運賃

時間制運賃（３０分）
加算時間を短縮する時間制運賃

初乗運賃 加算運賃 初乗運賃 加算運賃

特
定
大
型
車

車種 種別
距離制運賃

時間距離併用制運賃

青森交通圏、八戸交通圏、弘前交通圏のタクシー運賃（公定幅運賃）
（令和２年２月１日以降）

車種 種別
距離制運賃

時間距離併用制運賃 時間制運賃（３０分）
加算時間を短縮する時間制運賃

初乗運賃 加算運賃 初乗運賃 加算運賃



　　　　　

金額 構成比 運賃改定前 構成比 運賃改定後 構成比

運送収入 5,082,841 98.85% 4,998,080 98.83% 5,630,765 98.96%

運送雑収 3,770 0.07% 3,770 0.07% 3,770 0.07%

営業外収益 55,311 1.08% 55,311 1.09% 55,311 0.97%

計 5,141,922 100.00% 5,057,161 100.00% 5,689,846 100.00%

人件費 3,075,721 59.10% 3,385,158 59.49% 3,385,158 59.49%

　　　運転者人件費 2,882,986 55.40% 3,188,066 56.03% 3,188,066 56.03%

（うち福利厚生費事業者負担分） （23,948） (0.46%) （23,655） 0.42% （23,655） (0.42%)

　　　その他人件費 193,911 3.73% 197,092 3.46% 197,092 3.46%

燃料油脂費 393,387 7.56% 412,182 7.24% 412,182 7.24%

車両修繕費 166,669 3.20% 166,766 2.93% 166,766 2.93%

車両償却費 69,457 1.33% 261,827 4.60% 261,827 4.60%

自動車リース費 36,293 0.70% 31,510 0.55% 31,510 0.55%

その他運送費 621,411 11.94% 543,574 9.55% 543,574 9.55%

一般管理費 571,066 10.97% 593,873 10.44% 593,873 10.44%

営業外費用 14,294 0.27% 38,988 0.69% 38,988 0.69%

小      計 4,948,298 95.08% 5,433,878 95.50% 5,433,878 95.50%

適正利潤 255,968 4.92% 255,968 4.50% 255,968 4.50%

運送原価 5,204,266 100.00% 5,689,846 100.00% 5,689,846 100.00%

収支差（利潤込） △ 62,344 △ 632,685 0

収支率（同） 98.80% 88.88% 100.00%

所要増収額 62,344 632,685

（所要）増収率 1.23% 12.66%

青森県タクシー事業の収支実績及び推定収支（原価計算対象事業者１９社）

金額の単位は千円

２９年度①実績 ３１年度②査定 ３１年度③改定後


